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はじめに 
  

全国的に少子化が進んでおり、八尾市においても小学校では昭和 55 年以降、中

学校では昭和 60 年以降、児童生徒数が減少し、小・中学校ともに現在ではピーク

時の約半数となっています。このように八尾市の児童生徒数は、全体的には減少し

続けていますが、地域別に見ると偏りがあり、学校規模に著しい差異が生じていま

す。 

その結果、小規模な学校では、クラス替えができなかったり、集団の相互作用に

よる競い合いや切磋琢磨する機会に恵まれなかったりしています。一方、大規模な

学校では、特別教室等の使用が制限されたり、学校行事やクラブ活動等が制約され

たりしています。このことは、教育環境だけではなく、教育内容や学校運営にも影

響を及ぼしています。 

このような状況に鑑み、平成 20 年 11 月 25 日に八尾市教育委員会より、市立小・

中学校においてよりよい教育環境を整備し、充実した学校教育を実現させるために、

八尾市立小・中学校適正規模等審議会（以下「審議会」という。）は、「市立小・中

学校の学校規模等の適正化についての基本的な考え方に関すること」及び「市立

小・中学校の学校規模等の適正化についての方策に関すること」の２項目について

諮問を受けました。 

審議会では、学校規模等の適正化にかかわる市立小・中学校の現状と課題を整理

し、市立小・中学校の実態を把握するために小・中学校の学校訪問を実施するとと

もに、「学校規模等の適正化について検討する際の視点」「学校規模の定義」「学校

規模等の適正化の具体的な方策」について審議してまいりました。 

なお、審議にあたっては、個別の学校についての方策ではなく、学級数の多い学

校、学級数の少ない学校の学校規模等を適正にするためには、八尾市の実情に照ら

してどのような方策が考え得るのかという視点に立って審議してきました。 

このたび、審議を終え、これまでの審議の結果をとりまとめましたので、ここに

答申します。貴教育委員会におかれましては、この答申をもとに、子どもたちを取

り巻く諸課題の解決に向けた有効な教育行政を展開されることを切に願います。 
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第１章 八尾市立小・中学校の現状と課題 
  

１．児童生徒数、学級数、学校規模の現状と課題 

 審議会ではまずはじめに市立小・中学校の児童生徒数及び学級数、学校規模の現

状及び将来的な推計について、以下のとおり整理しました。 

 

（１）児童生徒数 

市立小学校の児童数は、昭和 55 年の 31,634 人をピークに、現在では

16,026 人まで減少し、ピーク時の 51％になっています。また、中学校の

生徒数の減少傾向は、小学校のピークから５年遅れて現れ、昭和 60 年の

15,303 人をピークに、7,358 人まで減少し、ピーク時の 48％になっていま

す。 

 今後の推移を見ますと、小学校の児童数は、平成 27 年には 14,246 人に

なると見込まれ、中学校の生徒数も平成 33 年には 6,954 人と見込まれて

います。このように児童生徒数の減少は今後も続くものと予測されます。      

  

※児童生徒数の推移  

 昭 和 24 年  昭 和 55 年 （小 ） 

昭 和 60 年 （中 ） 

平 成 21 年  

（現 在 ） 

平 成 27 年 （小 推 計 ） 

平 成 33 年 （中 推 計 ） 

小 学 校 児 童 数  8,311 31,634 16,026 14,246 

中 学 校 生 徒 数  3,239 15,303 7,358 6,954 

 

（２）学級数 

市立小学校の学級数は、昭和 55 年の 798 学級をピークに、現在では 505

学級まで減少しています。また、中学校の学級数は、昭和 60 年の 372 学

級をピークに 201 学級まで減少しています。 

今後の推移を見ますと、平成 27 年には、小学校の学級数は 463 学級に

なると見込まれ、中学校の学級数も平成 33 年には 196 学級になると見込

まれています。 

 

※学級数の推移  

 昭 和 24 年  昭 和 55 年 （小 ） 

昭 和 60 年 （中 ） 

平 成 21 年  

（現 在 ） 

平 成 27 年 （小 推 計 ） 

平 成 33 年 （中 推 計 ） 

小 学 校 学 級 数  171 798 505 463 

中 学 校 学 級 数  56 372 201 196 
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（３）学校規模 

学校規模については、学校教育法施行規則第 41 条において「小学校の

学級数は 12 学級以上 18 学級以下を標準とする。」とされ、中学校も同規

則第 79 条において小学校の規定を準用するとされていますが、一方では、

「地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではない。」

とも規定されており、地域の実態や実情等を考慮した上で、市独自に検討

する必要があります。  

なお、上記の標準に照らして市立小・中学校の学校規模を見ますと、平

成 21 年度の小学校では、11 学級以下の学校が４校となっています。この

うち、最も規模の小さな学校では、全学年１学級の６学級となっています。

また、19 学級以上の学校が 11 校あり、このうち、最も規模の大きな学校

では、学級数が 33 学級となっています。 

中学校では、11 学級以下の学校が３校あり、このうち、最も規模の小さ

な学校では、全学年が２学級の６学級となっています。また、19 学級以上

の学校が１校あります。 

 

※学校規模別の学校数（平成 21 年現在）〔特別支援学級を除く〕 

 11 学 級 以 下  
12 学 級 以 上  

18 学 級 以 下  
19 学 級 以 上  

小 学 校  4 14 11 

中 学 校  3 11 1 

 

 また、学校規模の推移を見ますと、小学校では平成 27 年には、11 学級

以下の学校が４校から５校に増加すると見込まれており、そのうちの２校

では児童数が 150 人を下回り、学級数も全学年１学級になると見込まれて

います。また、19 学級以上の学校が 11 校から７校に減少すると見込まれ

ていますが、そのうちの１校では学級数が依然として 31 学級以上になる

と見込まれています。 

中学校では平成 33 年度には、11 学級以下の学校が４校に増加すると見

込まれており、そのうちの１校では、１年生が１学級となり、学級数が５

学級になると見込まれています。また、19 学級以上の学校が２校に増加す

ると見込まれています。 

  

※学校規模別の学校数推計 
（小学校は平成 27 年推計、中学校は平成 33 年推計） 

〔特別支援学級を除く〕  

 11 学 級 以 下  
12 学 級 以 上  

18 学 級 以 下  
19 学 級 以 上  

小 学 校  5 17 7 

中 学 校  4 9 2 
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２．学級数の多い学校、学級数の少ない学校の良い点と課題 

学級数の多い学校、学級数の少ない学校にはそれぞれ良い点と課題があ

ります。そこで、審議会では、市立小・中学校の学校訪問を行うとともに、

各学校から収集した意見や情報をもとに、学級数が多いこと、学級数が少

ないことによってどのような影響があるのか、それぞれ良い点と課題につい

て整理しました。 

 

（１）学級数の多い学校 

○ 良い点 

・ 児童生徒相互のふれあいや協力、認め合う機会等が多く、社会

性や協調性等を育成しやすい。 

・ 集団の相互作用による競い合い、いわゆる切磋琢磨する機会が

多い。 

・ 運動会や発表会、クラブ活動等が活発になりやすい。 

・ 教職員数が多く、児童にとって多くの先生と接する機会に恵ま

れる。 

・ 教育内容や指導方法の研究、研修を通して教職員相互に学びあ

う機会が多い。 

・ 調和のとれた校務分掌※が確立でき、教職員１人の分担も緩和さ

れやすい。 

 

  ○ 課題 

・ 児童生徒一人ひとりの活躍や登場の機会が少なく、学年発表会

等において互いの意見を聞きあったりする活動が制約される。 

・ 一人ひとりの児童生徒にきめ細かな指導を行いにくい。また、

教職員相互の意思疎通がとりにくい。 

・ 図書室、コンピュータ室などの特別教室が十分に割り当てられ

ず、学習指導計画において制約を受ける。 

・ 予備の普通教室が少ないため、少人数指導や習熟別指導等におい

て柔軟なグループ分けができない。 

・ 体育の授業や運動会の練習、水泳指導などにおいて、時間や場

所が制約される。 

・ 学級数、教職員数が多いため、時間割編成上、制約を受ける。 

・ 運動場が過密状態にあり、ボール遊び等において制約を受ける。

また、校内でのけがが発生しやすい。 

※ 校務分掌（こうむぶんしょう） 

学校内における運営上必要な業務分担であり、教科研究、生活指導・生徒指導、進路指導、

児童会・生徒会活動、部活動（クラブ活動）、学校図書館の管理・運営、校内美化・環境整

備、学校だより等の発行、ＰＴＡとの連絡・調整など、様々な業務がある。 



  5 

 

・ 宿泊学習や校外学習などの学校行事において、集合や準備、児童

生徒の安全確保等に時間がかかるため、活動時間を十分に確保す

ることが難しい。 

・ クラブ活動では、活動時間や活動場所が制約される。 

・ 児童生徒１人あたりの便器数が少なく、使用上制約を受ける。 

・ 保護者へのお知らせ文や教材プリント等で使用する紙の量が多

い。また、コピー機や印刷機の消耗が激しい。 

・ 教職員数に比べて職員室が狭く、業務上制約を受ける。また、

職員用トイレが少なく、使用上支障をきたしている。 

 

（２）学級数の少ない学校 

○ 良い点 

・ 学習活動や学校行事等において、児童生徒一人ひとりの活躍や

登場の機会が多い。 

・ 一人ひとりの児童生徒への指導が行き届き、きめ細かな指導を

行いやすい。 

・ 児童生徒相互、児童生徒と教職員との人間関係が深まりやすい。 

・ 担任だけでなく、学年の教員が児童生徒の様子を把握しやすい。

また、教職員間の情報交換がしやすい。 

・ 運動場をはじめ、図書室、コンピュータ室など特別教室の使用

において制約を受けない。 

    

○ 課題 

・ クラス替えができず、人間関係が固定化しやすい。 

・ 集団の相互作用による競い合い、いわゆる切磋琢磨する機会が

少ない。 

・ 同一学年の学習指導における学級分割など、柔軟な指導形態を

とりにくい。 

・ 音楽や体育の集団活動等において盛り上がりに欠ける。また、

球技、ゲームなど内容により学習指導が困難となる。 

・ 運動会などの学校行事や児童会・生徒会活動、クラブ活動等が

活発化しにくい。 

・ 単学級の学校では、学年を１人の教員で受け持つため負担が大

きく、日常的な教材研究等に加えて、教員が担当する校務分掌

が多い。 

・ 修学旅行や宿泊学習等に関する経費をはじめ、学校教材費等に

おける保護者負担が高くなりやすい。 
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３．通学区域の現状と課題 

学校教育法施行令第５条では、「教育委員会は、就学予定者の就学すべき小学校

又は中学校を指定しなければならない。」と規定されており、あらかじめ学校ごと

に通学区域が設定され、就学すべき学校が指定されています。 

この制度は、適正な学校規模と教育内容を保障し、教育の機会均等とその水準の

維持向上を図るためのものであり、児童生徒数や通学距離、通学時間、通学上の安

全性、道路、河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた経緯や地域の実態など

を考慮して設けられています。以下にその現状と課題について整理しました。 

 

（１）通学距離 

 国では、通学距離の目安として、小学校はおおむね４km 以内、中学校はおおむね

６km 以内としていますが、八尾市にはこの目安を超える通学区域はありません。 

ただ、過去の市町村合併時の校区が維持されていることや学校新設時の用地選定

等により、学校が必ずしも通学区域の中心に設置されているわけではありません。

そのため、居住地に近い学校に通学できない児童生徒がいますが、国が示している

目安からすると通学距離には問題はありません。 

 

（２）小学校と中学校との関係 

八尾市でも、上記の法令に基づいて児童生徒が就学する小・中学校を指定してい

ますが、同一の小学校を卒業した児童が同一の中学校に進学できるよう通学区域を

設定しています。そのため、小・中学校間の接続が滑らかであり、小・中学校９年

間の指導の一貫性を図るという観点から中学校区を単位とした小・中学校間の交流

や連携が進んでおり、中学校入学時の生徒の不安解消の一助となっています。   

なお、八尾市では、中学校区内の小学校の数が１校である中学校区が２中学校区、

２校ある中学校区が12中学校区、３校ある中学校区が１中学校区となっています。 

 

（３）地域コミュニティとの関係 

八尾市では、地区福祉委員会や自治振興委員会、子ども会等の地域コミ

ュニティの区域と小学校の通学区域が一致している地域が多く、学校と地

域が連携・協力し、地域に根ざした学校づくりが伝統的に展開されていま

す。 

その一方で、地域コミュニティの区域と小学校の通学区域が一致しない

地域もあり、学校と地域との連携強化を阻害する要因の１つとなっていま

す。 
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第２章 学校規模等に関する基本的な考え方 
 

１．学校規模等の適正化の必要性 

前章で示したとおり、学級数の多い学校、学級数の少ない学校にはそれぞれ良い

点と課題があります。そして、各学校では良い点を伸ばしながら、課題克服に向け

た様々な教育上の工夫を行っており、適正な学校規模でなければ学校が成り立たな

いというものではありません。 

 しかしながら、学級数が多すぎる、あるいは学級数が少なすぎるという状況では、

学校運営や教育効果という面において多くの制約や制限等が生じていることも否

定できません。 

個々の学校を見た場合、児童生徒数・学級数が多くなりすぎて、児童生徒一人ひ

とりの活躍や登場の機会が少なかったり、教室が不足するなどの施設上の問題を抱

えている学校があります。また、児童生徒数が減少して、クラス替えができない状

況で人間関係が固定化されたり、小集団指導において柔軟な指導形態がとりにくい

など、集団教育に困難を生じている学校があり、学校間に不均衡が生じています。 

このように、一定ラインを超えて大規模化や小規模化が進んだ場合、課題として

の影響の方が大きく、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る観点から、適切

な学校規模を確保する必要があると考えます。 

また、近年の厳しい財政状況の下、教育であるからといって十分に予算を確保す

ることは難しい状況になっています。教育の場においても効率性や効果性が求めら

れており、教育行政の効率的な運営を図る観点からも学校規模等を適正化する必要

があります。 

審議にあたっては、「学校規模等の適正化」という表現について、「どの

ような規模の学校であっても、教職員は尽力し、児童生徒は生き生きと学

んでいる。」「学級数が多い、あるいは少ないことだけで適正、不適正を判

断することはできない。」などの意見が出されました。  

審議会では「適正」という言葉のニュアンスが誤解を招きやすいことか

ら、「学校運営上、支障のない学校規模を示す一定のライン」として「望

ましい学校規模」と表現しています。また、「学校規模を望ましい学校規模に

する。」という意味において、「学校規模等の適正化」という表現を使用しています。 
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２．学校規模等の適正化について検討する際の視点 

学校規模等の適正化の検討にあたっては、児童生徒の立場にたって、将来のため

により良い教育環境を整備することを念頭に置くことが最も重要です。したがって、

児童生徒数や学級数等の数字だけで考えるのではなく、学習活動や学校行事、学校

施設、地域コミュニティ、教育行政の効率的な運営など、多様な視点をもって、総

合的に検討する必要があります。審議会では、このような考え方のもと、学校規模

等の適正化について検討する際に大切にしなければならない視点について審議し、

以下の３点を確認しました。 

 

○ 子どもの育ちにとってより良い教育環境を作るという視点 

  学校規模等の適正化の検討にあたって第一に大切にしなければならない視点

は、子どもの最善の利益を優先し、子どもにとってより良い教育環境を作るとい

う視点です。これは、学習活動や学校行事、集団づくりなどの教育活動に関わる

ことをはじめ、体育館や運動場、特別教室などの学校施設に関わること、児童生

徒の安全確保に関わることなど、多面的にとらえるべきものです。 

また、八尾市では「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和のとれた

人間の育成をめざした教育活動が行われていますが、このような教育活動が保障

される教育環境でなければなりません。 

 

○ 学校の設立経過、校区の歴史、地域との関わり等に留意する視点 

学校にはそれぞれの設立経過や校区の歴史があり、地域社会と深く結びついて

います。また、学校は、地域活動をはじめ、防災、スポーツ活動等の拠点として

の機能をもっており、学校と地域社会はネットワークを構築するとともに、協働

による教育コミュニティづくりを進める必要があります。学校規模等の適正化の

検討にあたっては、このような観点から学校の設立経過や校区の歴史、地域との

関わり等に留意することが大切です。 

 

○ 教育行政の効率的な運営を図る視点 

  市の財政が悪化している中では、市の財政事情を勘案しながら、限られた予算、

財産の有効活用により実現可能な方策について検討する必要があります。また、

将来的に財政上、大きな負担がかからないようにする必要があり、最少の経費で

最大の効果を挙げる方策が求められています。 

 

○ 子どもの育ちにとってより良い教育環境を作るという視点 

 

○ 学校の設立経過、校区の歴史、地域との関わり等に留意する視点 

 

○ 教育行政の効率的な運営を図る視点 
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３．学校規模の定義 

審議にあたっては、小学校と中学校に分けて審議を進め、市立小・中学校の

実態を把握するために、小・中学校の学校訪問を行い、授業参観や施設見学に加

えて、学校長からの聞き取りも行い、参考としました。 

その結果、望ましい学校規模については、小・中学校それぞれの上限と下限を明

示するとともに、望ましい学校規模に基づいて、小規模校、大規模校の定義づけを

行い、以下のとおりとしました。 

 

  学校規模の定義 

 小規模校 望ましい学校規模 大規模校 

小学校 11 学級以下 12 学級以上 24 学級以下 25 学級以上 

中学校 11 学級以下 12 学級以上 18 学級以下 19 学級以上 

 

（１）小学校 

小学校では、集団づくりの観点からクラス替えができることが望ましく、１学

年あたりの学級数の下限を２学級、学校全体としては 12 学級としました。 

また、児童生徒の学習活動を保障する観点から、図書室や理科室などの特別教

室を各学級が１週間に１回は使用できるようにすることが望ましく、時間割編成

上、学校全体の上限を 24 学級としました。特に、児童の安全確保や教職員間の

情報交換が円滑に行えるようにするためには、学級数が多くなりすぎないように

する必要があると考えました。  

 

（２）中学校 

中学校は教科担任制であり、授業時間数の多い国語、数学、英語、理科、社会

の担当教員を各２人、音楽、美術の担当教員を各１人、保健体育、技術・家庭の

担当教員を男女で各１人、計 16 人の教員を最低限確保することが望ましく、教

科担任制を円滑に行うためには、１学年あたりの学級数の下限を４学級、学校全

体としては 12 学級としました。 

また、１学年あたりの学級数が多くなりすぎると、体験的な学習などの学年単

位の活動が制約されやすくなります。さらに、中学校では生徒指導上、十分に対

応できる学校規模であることが望ましく、教職員間の情報交換が円滑に行えるよ

うにするためには、１学年あたりの学級数の上限は６学級、学校全体としては 18

学級としました。 
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第３章 大規模校、小規模校に対する方策 
学校規模等の適正化の方策の検討にあたっては、前章で示した３つの視点を念頭

に置くとともに、学校規模の定義に基づいて、大規模校、小規模校それぞれに生起

している様々な課題を克服するためには、どのような方策が考えうるのかを中心に

審議しました。その結果、次のとおり具体的な方策をまとめましたので、提言しま

す。 

 

１．大規模校に対する方策 
大規模校に対して学校規模等を適正化するためには、学校を分離新設したり、通

学区域を変更して対応すべきであると考えます。ただし、学校の分離新設や通学区

域の変更にあたっては、保護者や地域住民等の意見を十分に聞くとともに、地域活

動等に支障のないように十分に検討すべきであると考えます。 

一方、学校の分離新設や通学区域の変更を行わない場合には、児童生徒数に見合

うよう学校施設面、管理運営面の両面にわたって教育環境を整備すべきであると考

えます。 

 

○ 学校の分離新設 

「望ましい学校規模」を大幅に上回っている学校では、抱える課題は深刻であり、

学習活動や学校行事等、学校生活全般にわたって、様々な制約や制限を受けていま

す。このような学校に対しては、新しく学校を建て、通学区域を二つに分ける、い

わゆる学校の分離新設が根本的な改善方策であると考えます。  

しかし、学校を新しく建てる場合、学校用地の確保をはじめ、市としての財政的

な負担が生じます。また、新設までには相当の期間が必要なため、その間の対応も

必要となります。さらに、学校の歴史や地域との関わり等から通学区域をうまく二

つに分割することができるのかという問題もあり、十分に検討する必要があります。 

なお、八尾市には、児童生徒の急増期に多くの学校を分離新設してきた経験があ

り、今後、学校の分離新設を検討する際には、過去の経験を十分に活かしながら取

り組む必要があると考えます。また、将来的な児童生徒数、学級数の推移も踏まえ

る必要があると考えます。 

 

○ 通学区域の変更 

大規模校に対しては、通学区域の一部を隣接する学校の通学区域に編入し、大規

模校の通学区域を縮小させることが考えられます。 

しかし、通学区域の変更にあたっては、隣接校の条件等を勘案しながら検討する

必要があります。また、通学区域を変更することによって、通学区域が広がり、通

学距離が長くなったり、通学する学校が変わったりすることがあります。さらに、

学校は地域活動の拠点にもなっており、通学区域の変更によって地区福祉委員会や

自治振興委員会、子ども会等の活動が阻害されることもあります。 
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 このように通学区域の変更には様々な課題があります。審議会では、児童生徒の

安全確保をはじめ、通学校が変わることへの配慮、自治会活動等の区域と学校区と

の関係、人権の尊重などが、通学区域の変更にあたっては大切にしなければならな

い事項であると確認しました。通学区域を変更する場合には、このような点につい

て十分に検討する必要があります。 

 

○ 学校施設面、管理運営面の充実 

 大規模校の中には、普通教室や特別教室、少人数指導のための教室、トイレ等が

不足し、運動場や職員室も狭いという学校があります。このような学校に対しては、

児童生徒数や学級数、教職員数に見合った施設を整備する必要があり、普通教室や

特別教室、トイレ等の増改築をはじめ、運動場の拡張など、学校施設面の充実が必

要です。 

また、教職員定数は、「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に

関する法律」によって定められていますが、大規模校では、けがの発生件数が多く、

養護教諭が１人配置となっている学校では、きめ細かな対応が難しくなっています。

さらに、児童生徒数が多いため紙の使用量が多く、印刷機やコピー機の消耗が激し

い実態があります。このような状況に対して大規模校では様々な工夫を行っていま

すが、管理運営面での充実が必要です。 
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２．小規模校に対する方策 

小規模校に対して学校規模等を適正化するための方策としては、通学区域の変更

や学校の統廃合が考えられます。ただし、学校の統廃合については、様々な方策を

講じても改善が見られない場合の方策とすべきであると考えます。 

一方、大幅に児童生徒数を増やすことのできる方策ではありませんが、小規模で

あるがゆえのよさを活かすとともに、学級や学校を活性化させる方策として、小規

模特認校制度や施設一体型の小中一貫校の設置や小規模特認校制度が考えられま

す。 

これらの方策の検討にあたっては、保護者や地域住民等の意見を十分に聞くとと

もに、地域活動等に支障がないようにすべきであると考えます。 

 

○ 通学区域の変更 

小規模校に対しては、隣接する学校の通学区域の一部を小規模校の通学区域とし

て編入し、小規模校の通学区域を拡大させることが考えられます。 

しかし、10 頁の「１．大規模校に対する方策」の「（２）通学区域の変更」でも

述べたとおり、隣接校の条件をはじめ、通学距離の問題、地域活動との関係等、様々

な課題があり、十分に検討する必要があります。 

 

○ 学校の統廃合 

学校の統廃合としては、小規模校を廃校とし、隣接する学校に統合したり、小規

模校及び隣接校の両校を廃校とし、新たに学校を設置するなど、多様な方法が考え

られます。 

しかし、学校の統廃合を実施した場合、地域活動や防災等の拠点である学校 

が廃校となり、地域活動が後退する可能性や廃校後の学校の跡地利用の問題を含め、

まちづくりにかかわる多くの課題が生じるものと考えられます。学校の統廃合にあ

たっては、保護者や地域住民の意見を十分に聴取するとともに、地域住民等の理解

を得た上で進めなければならないと考えます。 

 

○ 施設一体型の小中一貫校 

 施設一体型の小中一貫校とは、小学校と中学校の施設を一体的に設置した上で、

小・中学校９年間を一貫した教育目標や教育課程に基づいて教育する学校です。ま

た、小学校の高学年において教科担任制を導入したり、異年齢集団による交流活動

等を活発に行うことがきると考えられます。 

施設一体型の小中一貫校は、小・中学校の施設を一体にするという新しいタイプ

の学校であり、小規模特認校制度と同様に小規模校に対する方策の１つとして、今

後、十分に検討する必要があります。  
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○ 小規模特認校制度 

 小規模特認校制度とは、特定の学校を特別認定校として位置づけ、当該の学校に

限って、市内全域からの児童生徒の入学を認める制度です。 

 この制度では、校区外からの児童生徒を受け入れることによって、学級や学校の

活性化につながると考えられます。また、小規模校であることの良さを活かし、学

習指導や生活指導等において、きめ細かな指導を行うことができると考えられます。 

 しかし、通学区域が広範囲となり、児童生徒の通学上の負担が発生したり、校区

外から通学している児童生徒にとっては、自分の住んでいる地域での友人関係が希

薄になるなどの課題もあります。 

まだまだ新しい制度であり、施設一体型の小中一貫校の設置と同様に小規模校に

対する方策の１つとして、今後、十分に検討する必要があります。  
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３．大規模校、小規模校に共通する方策 

大規模校、小規模校に共通する方策として、保護者及び児童生徒の主体的な判断

に基づいて学校を選択する学校選択制が考えられますが、教育の機会均等が損なわ

れるおそれがあり、中学校区を単位とする教育コミュニテイの構築を推進している

八尾市ではなじまない制度であると考えます。また、調整区域を設置する方策も考

えられますが、今後、さらに検討する必要があると考えます。 

 

○ 学校選択制 

学校選択制とは、教育委員会が就学を指定している学校に行くか、別の学校に行

くかを保護者及び児童生徒の主体的な判断に基づいて選択するものです。 

この制度では、各学校が切磋琢磨することで、特色ある教育活動が進むことが期

待されますが、その一方で、特定の学校に希望が集中したり、特定の学校を避ける

という事態を招く恐れがあります。特に、入学者が大幅に減少することで、教育活

動が維持できない学校が出てくることも考えられ、教育の機会均等を損なうおそれ

があります。 

さらに、同一校区内に居住する児童生徒が異なる学校に通学するため、教育コミ

ュニティを構築しにくいなどの課題があり、中学校区を単位とした教育コミュニテ

ィの構築を推進している八尾市においては、なじまない制度であると考えます。 

 

○ 調整区域の設置 

調整区域とは、特定の地域に住む児童生徒に限って、就学が指定されている学校

か教育委員会が指定する調整校かのいずれかを選択できる地域のことです。 

この方策では、子ども会活動等に支障をきたしたり、兄弟姉妹で別々の学校に通

学するという事態を招くなどの課題が考えられます。 

一方、調整区域を設置することによって、一時的には児童生徒数や学級数の調整

が可能であり、今後、さらに検討する必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

第４章 学校規模等の適正化を実施する 
上での留意点及び今後の研究課題 

 

１．学校規模等の適正化を実施する上での留意点 

 学校規模等の適正化を実施するにあたっては、当該校の児童生徒、保護者、地域

住民等への一定の影響は避けることができないと考えます。この影響を可能な限り

緩和させるためには、学校経営や学習指導など、学校に直接関わる内容はもとより、

通学距離や通学時の安全性、学校の設立経過や地域社会との関わり等を十分考慮し

ながら実施する必要があります。また、八尾市では、中学校区を単位とした教育コ

ミュニティ※の構築をめざしていることから、学校規模等の適正化にあたってもこ

のことを念頭におく必要があると考えます。そこで、学校規模等の適正化を実施さ

れる際には、教育委員会では、以上のことを踏まえた上で、次の各項目について十

分留意されることを望みます。 

 

○ 適正な通学距離と通学上の安全確保 

学校規模等の適正化にあたっては、通学区域が著しく広がったり、通学上の安全

性が確保されない事態が生じることがないよう、国が示す目安等を踏まえ、適切に

対応されることを望みます。 

 

○ 保護者や地域住民等、対象校関係者への配慮 

学校規模等の適正化にあたっては、保護者や地域住民等に対して広く情報を提供

し、情報を共有するとともに丁寧な説明や意見の収集など、きめ細かな協議のもと

に進められることを望みます。また、学校が保護者や地域住民等とともに新たに学

校を創り上げていくという視点をもつことが重要です。保護者や地域住民等が学校

運営に積極的に参画し、学校、保護者、地域住民等が協働しながら取り組むことが

できるよう支援されることを望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 教育コミュニティ 

教育や子育てに関する課題を学校、家庭、地域の団体・グループ等が共有し、課題解決に

向けた協働の取組みを通じて、新たな人のつながりをつくり出すもの。 

なお、大阪府教育委員会では、中学校区を単位に「地域教育協議会」（すこやかネット）

を設置し、「教育コミュニティ」づくりを推進している。 

〔「わたしのまちの教育コミュニティ」（平成 20 年３月大阪府教育委員会策定）より〕 
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○ 地域活動への配慮 

学校は、地域社会と深い結びつきをもっており、地域活動をはじめ、防災やスポ

ーツ、文化活動等の拠点としての機能を持っています。また、地区福祉委員会をは

じめ、自治振興委員会、子ども会などは、小学校区を単位に活動している地域が多

く、学校規模等の適正化が地域活動に及ぼす影響は少なくありません。 

学校規模等の適正化にあたっては、地域活動の拠点としての学校のあり方につい

て十分検討するとともに、地域活動が後退することのないよう配慮されることを望

みます。 

 

○ 人権尊重の視点に立った適正化 

学校規模等の適正化にあたっては、人権尊重の視点をもって取り組むとともに、

差別を助長することのないよう留意されるよう望みます。また、審議会の議論にも

ありましたとおり、他の自治体での取組みを参考とするとともに、過去の八尾市に

おいて通学区域の変更等について審議した際の経験を十分に活かされるよう望み

ます。 

 

○ 個別の学校に関する計画の作成 

市立小・中学校の中には、大規模校、小規模校の状況が恒常的に続くと推測され

る学校をはじめ、現在、望ましい学校規模にあるものの将来的に大規模校、小規模

校になると推測される学校や、現在、大規模校、小規模校ではあるが、将来的に望

ましい学校規模になると推測される学校などがあります。このように大規模校、小

規模校と言えども、学級規模の状況には差異があり、その方策についても各学校の

実態や校区の実情等を踏まえて検討する必要があります。 

学校規模等の適正化にあたっては、個別の学校に関する内容を盛り込んだ計画を

作成されることを望みます。また、「望ましい学校規模」を大幅に上回っている学

校では、抱える課題は深刻であり、早急に対応されることを望みます。 

 

○ 取組みの検証 

 八尾市には人口増減の著しい地域もあり、学校規模が大きく変動する可能性があ

ります。また、学校教育においても様々な改革が行われており、教育内容そのもの

も大きく変化する可能性があります。 

学校規模等の適正化にあたっては、新たな状況に適切に対応することができるよ

う、必要に応じて取組みを見直すなどの検証を行われることを望みます。 

 

○ まちづくりに関する市全体での検討 

学校規模等の適正化は、市のまちづくりとの関連性が高く、例えば、住宅やマン

ション等の建設を抑制したり、あるいは促進したり、市街化調整区域を見直したり

することも考え得る方策であると思われます。しかし、これらの方策を実施するこ

とは、教育委員会だけでは難しく、市長部局と連携するとともに、市全体として総

合的に検討されることを望みます。 
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２．今後の研究課題 

 審議会では、子どもたちの育ちにとってよりよい教育環境を整備することを念頭

において審議を進めました。そのため、教育委員会からの諮問事項には含まれない

事項についても多くの意見が出されました。 

 これらの意見には、八尾市学校教育のさらなる充実にとって重要な事項も含まれ

ていますが、審議会では十分審議できたとは言えないことから、教育委員会に対し

て、引き続き研究を深められるよう要望します。なお、今後の研究課題は以下のと

おりです。 

 

（１）市の教育ビジョンに関する事項 

（２）学級定数に関する事項 

（３）小中一貫教育に関する事項 
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資料１  

写  

 

八 教 学 教 第 １４ 号 

平成２０年１１月２５日 

 

八尾市立小・中学校適正規模等審議会 

会長         様 

 

八尾市教育委員会 

委員長 篠原 陽 

 

諮 問 書 
 

 八尾市立小学校及び中学校のより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資

するため、下記の事項について、執行機関の附属機関に関する条例（昭和 34 年 条例第

195 号）第１条の規定により諮問します。 

 

 

諮問事項 
 

 

 

１．市立小・中学校の学校規模等の適正化についての基本的な考え方に関す

ること 

 

２．市立小・中学校の学校規模等の適正化についての方策に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

資－ 



  ２

資料２  

市立小・中学校の児童・生徒数の推移 
（平成 21 年 5 月 1 日現在） 

 
昭 和 24 年  

昭 和 55 年 （ 小 ） 

昭 和 60 年 （ 中 ） 
平 成 21 年（ 現 在 ） 

平 成 27 年（ 小・推 計 ） 

平 成 33 年（ 中・推 計 ） 

小 学 校 児 童 数  ８ ， ３ １ １  ３ １ ， ６ ３ ４  １ ６ ， ０ ２ ６  １ ４ ， ２ ４ ６  

中 学 校 生 徒 数  ３ ， ２ ３ ９  １ ５ ， ３ ０ ３  ７ ， ３ ５ ８  ６ ， ９ ５ ４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童数の推移（小学校）

9,399

12,610

16,089
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生徒数の推移（中学校）

3,239

5,782

6,653

8,664

12,536

15,303

13,403

9,380
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昭和 平成

資－ 



  ３

資料３  

市立小・中学校の学級数の推移 
（平成 21 年 5 月 1 日現在） 

 
昭 和 24 年  

昭 和 55 年 （ 小 ） 

昭 和 60 年 （ 中 ） 
平 成 21 年（ 現 在 ） 

平 成 27 年（ 小・推 計 ） 

平 成 33 年（ 中・推 計 ） 

小 学 校 学 級 数  １ ７ １  ７ ９ ８  ５ ０ ０  ４ ６ ３  

中 学 校 学 級 数  ５ ６  ３ ７ ２  ２ ０ ０  １ ９ ６  
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学級数の推移（中学校）
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資－ 



  ４

資料４  

学校別 児童数・学級数の推移（小学校） 
（平成 21 年 5 月 1 日現在） 

平成 21 年度 平成 27 年度 平成 21 年度 平成 27 年度 
学校名 

児童数 学級数 児童数 学級数 
学校名 

児童数 学級数 児童数 学級数 

八尾小 723 22 583 17 志紀小 1,187 33 1,061 31 

山本小 582 18 457 15 高美小 578 18 663 20 

用和小 650 20 508 16 長池小 654 21 584 17 

久宝寺小 581 18 495 17 東山本小 635 20 453 15 

龍華小 658 20 679 20 美園小 632 19 571 18 

大正小 741 23 577 18 永畑小 735 21 730 22 

桂小 154 6 135 6 刑部小 840 25 749 24 

安中小 651 18 581 18 高美南小 265 12 264 12 

竹渕小 264 10 233 9 西山本小 325 12 265 10 

南高安小 933 27 832 25 高安西小 601 18 594 19 

中高安小 287 11 239 9 曙川東小 292 11 322 12 

北高安小 194 7 110 6 亀井小 429 13 526 17 

曙川小 481 16 341 12 上之島小 434 13 380 12 

北山本小 321 12 332 13 大正北小 576 18 473 16 

南山本小 623 18 509 17       
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  ５

資料５  

学校別 生徒数・学級数の推移（中学校） 
（平成 21 年 5 月 1 日現在） 

平成 21年度 平成 27年度 平成 33年度 平成 21年度 平成 27年度 平成 33年度 

学校名 生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

学校名 生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

八尾中 628 17 664 18 534 15 志紀中 536 15 564 16 520 15 

久宝寺中 516 14 592 16 510 14 桂中 197 6 229 7 242 7 

龍華中 632 17 697 19 712 19 上之島中 477 13 468 12 406 12 

大正中 600 16 629 17 513 15 高美中 414 12 410 12 465 13 

成法中 570 15 673 18 529 15 曙川南中 716 19 774 20 689 19 

南高安中 454 12 456 14 407 11 東中 461 13 466 13 329 9 

高安中 231 6 238 8 144 5 亀井中 323 9 344 10 406 12 

曙川中 603 16 589 16 548 15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注記  

 ・児童生徒数、学級数は、平成 21 年度の学校基本統計をもとに算出している  

 ・小学校１年生及び２年生については学級定数を 35 人、小学校３年生以上については学級定数を 40

人として算出している。ただし、特別支援学級は含んでいない  

・小学校の入学予定の幼児数については、平成 21 年５月 1 日現在の住民基本台帳人口及び外国人登

録数をもとに算出している 
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